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議  題 １ 追加議案の提出について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

ここで、議長からご挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、おはようございます。連日、大変お疲れさまで

ございます。９月定例会もいよいよ終盤を迎えてきたのかなというふうに思って

おります。最後の最後まで慎重審議をよろしくお願いいたしましてご挨拶にかえ

させていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、教育長にご出席いただいておりますの

で、執行者側の説明をお願いいたします。 

○教育長【鍛代英雄】  おはようございます。本日は、本議会９月定例会に追

加提出させていただく人事案件１件につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをごらんください。 

○議案第４３号・伊勢原市教育委員会委員の任命について 

 教育委員会の委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有す

る者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、

地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命する」こととされており、その人数

は、同法第３条の規定により４人で、また、その任期は、同法第５条第１項の規

定により、４年とされております。 

 今回、平成２２年１０月からご活躍をいただいております菅原順子氏の任期が、

令和元年９月３０日をもって満了となりますが、引き続き、菅原氏を教育委員と

して任命いたしたいので、追加議案として提出させていただくものです。 

 菅原氏につきましては、相談支援の分野で長く活躍されており、特別支援教育

に関しての識見と、教育委員として、これまで務めてこられた実績などから、引

き続きのご活躍を期待しております。なお、菅原氏の略歴につきましては、議案

書に参考資料として記載してあるとおりでございます。 

 以上で、伊勢原市議会９月定例会に追加提出いたします、人事案件についての

説明を終了させていただきます。ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま教育長から説明がありました内容につい

て、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の説明を終了いたします。教育長は所用がありますので、こ

こで退席させていただきます。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、ただいま教育長から説明のありました、議
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案第４３号の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。

局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議の上、議案の付託表の案を配

付してございます。議案第４３号につきまして、委員会付託を省略するものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。議案の委員会付託

については、配付した付託表のとおり決定することにご意義ありませんか。 

 

           （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ご異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

次に、議案第４３号の審議日程についてを議題とし、事務局から内容を説明

します。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  正副委員長と協議させていただきました。特に

資料は、ございません。先ほど、教育長から、ご説明がありましたとおり、伊勢

原市教育委員会委員の任期満了が、９月３０日でございます。今後の本定例会の

日程としましては、９月２７日、３０日、１０月１日の、３日間の日程で、一般

質問を行うこととしておりますが、９月２７日には、一般質問の中途で延会とな

ることが予想されるため、議案第４３号の審議日程につきましては、９月２７日

の本会議冒頭に提案説明、質疑、討論、採決を行い、採決終了後、一般質問に入

る案でございます。 

以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。議案第４３号の審

議日程は９月２７日の本会議冒頭に提案説明、質疑、討論、採決を行い、採決終

了後、一般質問に入ることで、ご意義ありませんか。 

 

           （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ご異議ありませんので、ただいまのとおり決定い

たします。本日予定した案件は以上です。これをもちまして、本日の議会運営員

会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

午前９時３５分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 
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  令和元年９月２４日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行  


